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【計数については、整理上、変動があり得る。】   



Ⅰ平成21年度   

予算概算要求総括表   



平成21年度 厚生労働省予算概算要求総括表  

（単位二億円）  

（注1）平成21年度要求・要望額は、「重要課題推進枠」を含んでいる。また、政府管掌健康保険の公  

法人への移行等に伴う経費区分の変更を含んでいるため、増△減額が概算要求基準と一致しな  

いものがある。  

（注2）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。   

○ 年金・医療等に係る経費について、概算要求基準の範囲内に収めるための方策   

については、同経費に関連して、新たな安定財源（税制上の措置）が確保された   

場合の取扱いを含め、予算編成過程において引き続き検討する。   

○ 予算編成過程で検討   

1．基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げに係る経費   

2．少子化対策につき国が負担することとなる経費   

3．新たな年金記録管理体制の確立に係る経費   

4．高齢者医療の円滑運営対策に係る経費   

5．旧政管健保（「協会けんぽ」）の特例措置の取扱いに係る経費  等   



（単位：億円）  

（注1）特別会計の金額は、それぞれの勘定の歳出額を合計したものである。ただし、労働保険特別  

会計においては、徴収勘定を除いたものである。  

（注2）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しない ものがある。  

（注3）特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）附則第67条の規定に基づき、国立高度  

専門医療センター特別会計は平成21年度の末日、船員保険特別会計は日本年金機構法（平成  

19年法律第109号）の施行の目の前日までの期間に限り設置することとされている。   



平成21年度 一般歳出の概算要求基準の考え方  

ぎ（参考）2】年度概算草深基準の増減後  
年念・医療等の経費  ＋6．500億円  
公共事業闇伴食  ▲2，000億円  

その他経常  ▲1．ヰ00億円  

重要課題推進枠  ＋3▼3頬）億円  

※ r重翠課題推進枠Jとは、r基本方針2008jの策2章r成長力の強化」、第3章「低炭素社会   
の構築J、第5章「安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の樟襲Jく食料の安定供給、資   
源・エネルギーの安定供給辱を含む。）等に掲げられたもののうち、緊急性や政策効果が特に高   
い事業・技術開発に必華な経費として加算するもの。  

公共事業朝陳費  ▲l，3（】0億円  

その他経常  ▲l．580億円  

特殊豊凶加減算等  ＋2．000億円  
合  計  ＋5．6α）億円   



平成21年度 厚生労働省概算要求（重要課題推進枠関係）  

■＝■■＝＝＝■  

室 ＋25％相当   

（＋170億円）   

（注）太枠：平成21年度概算要求分   （A）＋（B）＋（C）＝ 約8．700億円  

【
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参考】  

1 厚生労働省の▲2％控除額  

▲157億円（公共：▲14億円、 その他経責（科振費含む）：▲143億円）   

政府全体  2
 
 

公共事業関係費   その他経費（科学技術振興費等含む）   計   

20 年度予算   6，7兆円   7．4兆円   14．1兆円   

▲2％控除額   ▲1，300億円   ▲1．500億円   ▲2，800億円   

重要課題推進枠  ＋3．300億円  



平成21年度 厚生労働省所管予算に係る概算要求基準  

Ⅰ．年金・医療等に係る経費   

前年度当初予算額に6，500億円を加算した額   （注）自然増8，700億円に対する削減額2，200億円  

年金・医療等に係る経責等特定の経費に関連して、新たな安定財源（税制上の措置）が確保された場合の取扱いについては、   

予算編成過程で検討   

Ⅱ．予算配分の重点化促進のための加算   

「重要課題推進枠」（3，300億円程度）を新設し、成長力の強化、低炭素社会の構築、安心できる社会保障、質の高い国民生   

活の構築等、「基本方針2008」で示された重点課題のうち、緊急性や政策効果が特に高い事業に対して重点配分  

Ⅲ．予算碍成過程における別途検討事項   

○ 基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げに係る経費   

○ 少子化対策につき国が負担することとなる経費   

○ 新たな年金記録管理体制の確立に係る経費   

○ 高齢者医療の円滑運営対策に係る経費   

○ 旧政管健保（「協会けんぽ」）の特例措置の取扱いに係る経責   

Ⅳ．その他  

（1）公共事業関係費   前年度予算額から▲3％減  

（2）その他経責（Ⅰ及び（1）以外の経費のうち、人件費及び義務的経貴を除く経貴、以下同じ）   
○ 科学技術振興費   前年度予算額と同額   
○ その他（国立大学法人運営費、私立学校振興費、防衛関係費を除く）   前年度予算額から▲3％減  

（3）上記Ⅱのとおり、所管を越えた予箕配分の重点化を促進するため、政策の棚卸し等を通じ、財源を捻出（公共事業関係費   
及びその他経費につき、上記の基準額から更に▲2％分を充当）  

（4）公共事業関係費及びその他経費については、25％増の要望額を確保   



主 な 施 策  

O「新雇用戦略」の推進  

○ 高齢者医療制度の見直しなど  

持続可能で安心できる医療保険制度の構築  

○ 持続可能で安心できる年金制度の構築  

○ 新型インフル工ンザ対策の推進   





第5 高齢者等が生き生きと安心して暮らせる  
福祉社会の実現   

高齢者が生き生きと安心して暮らせる健康現役社会を実現するため、安心で質の高い  

介護サービスの提供のための安定的・効率的な介護保険制度の運営、福祉・介護サービ  

スを担う人材の確保を行うとともに、医療も含めた総合的な認知症対策や介護予防対策  

等の関連施策を推進する。また、65歳までの雇用機会の確保、団塊世代の定年退職者  

の再就職支援等により、いくつになっても働ける社会の実現に向けた環境整備を図る。   

年金制度については、持続可能で安心できる制度を橋築するため、基礎年金国庫負担  

割合の2分の1の実現を図る。   

また、生活保護制度については、生活保護受給者の自立を支援するため各自治体にお  

ける自立支援プログラムの策定を推進する。  

1安心で質の高い介護サービスの確保 2兆1，179億円（2兆396億円）  

（1）地域における介護基盤の整備  431億円  

地域における介護施設を整備するとともに、高齢者ができる限り住み慣れた地域や   

家庭で自立し、安心して暮らし続けることができるよう、国土交通省との連携を図りつつ、   

地域福祉拠点としての公的賃貸住宅団地等の再整備（安心住空間創出プロジェクト）   

やケア付き住宅の整備を促進するほか、地域の高齢者の相互交流を促進する拠点づ   

くり（ふれあい広場（仮称）事業）等を推進する。また、介護療養病床の介護療養型老人  

保健施設等への転換整備を重点的に進めていく。  

（2）安定的・効率的な介護保険制度の運営  2兆529億円  

要介護認定の適正化やケアマネジメントの適切化をはじめとする適正化対策を推進   

するとともに、介護従事者等の処遇改善に資するよう、介護事業所の経営や介護従事   

者の実態に関する調査結果を十分に精査・分析し、平成21年4月に適切な介護報酬  

を設定するなど、安定的・効率的な介護保険制度運営に努める。  

219億円   
48億円  

5．3億円  

3．2億円   

（3）介護サービスの質の向上及び医療との連携促進   

①認知症対策の総合的な推進（第5－3（次ページ）で詳述）  

②地域における人材の確保（新規）（第5－2（次ページ）で詳述）  

③訪問看護支援事業の実施（新規）  

在宅療養の充実を図るため、広域対応訪問看護ネットワークセンターにおいて、訪  

問看護ステーションの請求業務等を支援する。   



2 福祉・介護人材確保対策の推進  173億円（44億円）  

（1）従事者の確保の推進  58億円   
（D潜在的有資格者等の参入支援（新規）  

介護福祉士等の潜在的有資格者に対する再就労のための研修の実施、複数の  

事業所等が連携して行う求人説明会や研修会の実施、学生・高齢者等に対する職  

場体験の提供、実習受入施設のレベル向上のための講習会の実施などを通じ、福  

祉・介護人材の参入の促進を図る。  

②新たに福祉・介護に従事した者の定着の促進（新規）  

新たに福祉・介護サービスに従事した者に対し、巡回相談等により個々のフォロー   

アップを行い、必要に応じて事業者に助言を行うことにより、福祉・介護人材の定着   

促進を図る。  

③高校等と事業者が連携した進路指導の支援（新規）  

高等学校、養成施設等の学生や教員に対し、進路選択や進路指導に資する説   

明会等を実施することにより、福祉・介護サービスへ向けた進路選択を支援する。  

（2）地域における人材の確保（新規）  5．3億円  

主に高齢者・団塊の世代を対象に簡易な研修（介護サポーター養成研修（仮称））  

を実施し、地域における介護・福祉の担い手の養成及び社会参加の促進を図るととも  

に、ホームヘルパーの資格を有しながら就労していない潜在的有資格者に対する相  

談支援等を実施することを通じて、地域において介護の現場を支えるマンパワーを安  

定的に確保する。  

（3）介護労働者等の確保・定着（再掲・45ページ参照）  110億円  

3 認知症対策の総合的な推進  48億円（21億円）   

認知症疾患医療センター及び地域包括支援センターへの医療・介護連携担当者の配  

置をはじめ、若年性認知症に関する総合的な対策など、研究開発の推進から医療、介護  

現場での連携・支援に至るまで、認知症の医療と生活の質を高める施策を総合的に推進  

する。  
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4 地域福祉の再構築   

地域において様々な生活課題を抱えている者を早期に発見し、公的な福祉サービス  

や地域の支え合いなどによって問題解決を図っていくため、例えば、市町村が行う全戸  

訪問調査や要援護者マップづくり、相談窓口の一元化などの取組を支援し、高齢者等へ  

の虐待や孤立死の防止、災害時の要援護者対策等を推進する。  

（セーフティネット支援対策等事業費補助金（255億円）の内数）  

5 いくつになっても働ける社会の実現（再掲・38ページ参照）  

623億円（546億円）  

（1）希望すれば働き続けられる高齢者雇用の促進  317億円  

（2）団塊の世代が活躍できる環境の整備   71億円  

（3）多様な形態の就業による高齢者の生きがい対策の推進   170億円  

6 ひきこもりやホームレス等への支援  31億円（31億円）  

（1）ひきこもり対策の推進（新規）  

ひきこもりの問題の早期発見・早期対応のため、ひきこもりの状態にある本人や家族  

からの相談等の支援を行う「ひきこもり地域支援センター」（仮称）を都道府県等に整備  

する。   

（セーフティネット支援対策等事業費補助金（255億円）の内数）  

（2）ホームレス自立支援の推進  31億円  

ホームレスの自立支援を推進するため、巡回相談活動を行う総合相談推進事業や  

就業機会の確保を図るための就業支援事業等を実施する。  

また、ホ、－ムレス自立支援事業については、自立支援センターの設置の際に、民間  

賃貸住宅等の空き住戸などを活用し、ホームレスの社会復帰が円滑に行われるよう支  

援する。  
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7 刑務所出所者等に対する社会復帰支援  9億円（1．7億円）  

（1）刑務所出所者等の地域生活定着支援（新規）  6．1億円  

各都道府県の保護観察所と協働して進める「地域生活定着支援センター」（仮称）に  

より、刑務所入所中から、福祉サービス（障害者手帳の発給、年金受給など）に繋げる  

準備を行い、刑務所出所者等の社会復帰を支援する。   

（2）刑務所出所者等に対する就労支援の推進（再掲－40ページ参照）  

2．9億円  

8 自立支援に重点をおいた生活保護制度の適正な実施  
2兆769億円（2兆162億円）   

生活保護受給者の自立を支援するため、各自治体における自立支援プログラムの策  

定を推進するとともに、個々の実情に応じた就労支援等を着実に実施する。  

（セーフティネット支援対策等事業費補助金（255億円）の内数）   

また、母子加算については、平成21年4月から廃止する（3年計画の最終年次）。  

9 持続可能で安心できる年金制度の構築  

7兆7，537億円（7兆4，258億円）  

○年金給付貴国庫負担金   

※ 基礎年金国庫負担割合の2分の1ノ予の引上げに係る経費の平成21年度における  

取扱いについては、「基本方針2008」に基づく税体系の抜本的な改革と併せて予  

算編成過程において検討する。  
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第11回社会保障審議会年金部会  

平成20年9月 29日  
資料ト2   

平成 21年虔 
税制改正要望事項（抄）  

平成20年8月  

厚生労働省   



房吉 耕生き生きと二茹盛んて夢卓瞥る好物青野  

① 平成21年度までの基礎年金国庫負担割合2分の1の実現を因るための   
必要な税制上の整備  

平成16年年金制度改正で定められた、平成21年度までの基礎年金  

国庫負担割合の2分の1を実現するために、所要の安定した財源を確保  

する税制上の整備を図る。  

※② 企業型確定拠出年金における個人拠出の導入に係る掛金の所得控除（小  
規模企業共済等掛金控除）の適用〔所得税、個人住民税〕  

現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていない  

が、現行の拠出限度額（他の企業年金なし：4．6万円、他の企業年金  

あり：2．3万円）の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で認め、  

これを小規模企業共済等掛金控除の対象とする。  

※（∋ 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ〔所得税、法人税、個人住民税、法  

人住民税等〕  

企業型及び個人型の拠出限度額を、老後の所得保障を担うために必要  

な所要の額まで引上げる。  

※④ 個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金の所得控除（小規  

模企業共済等掛金控除）の適用〔所得税、個人住民税〕  

確定給付型の企業年金のみを実施し、企業型確定拠出年金を実施して  

いない企業の従業員についても、個人型確定拠出年金の加入を認める。  

⑤ 療養病床の転換に係る特別償却制度の適用期限の延長〔法人税〕  

療養病床の再編成に伴い、療養病床から老人保健施設等への転換に際  

し、増改築をした場合、基準取得価額の15％の特別償却を認める特例  

措置について、適用期間を療養病床再編成が終了する平成24年3月  
31日まで延長する。  

⑥ 介護費用に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕  

要援護高齢者・障害者の介護に要する費用に係る控除制度を創設する。  

⑦ 民間介護保険加入者に係る所得控除制度の創設〔所得税、個人住民税〕  

民間介護保険加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除とは  

別枠の所得控除（所得税5万円、個人住民税3．5万円）を創設する。   



※⑧ 住宅のバリアフリー改修促進税制の期間延長〔所得税〕  

現行の住宅のバリアフリー改修促進税制（i．バリアフリー改修工事  

に係る借入金の年末残高の2％を税額控除、正．i以外の増改築等に係  

る借入金の年末残高の1％を税額控除）の改修工事対象期間を平成25  
年12月31日まで延長する。  

※⑨ 高齢者の居住安定確保税制の創設等〔所得税、法人税、固定資産税〕  

現行の高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制を延長・拡充するととも  

に、ケア付き賃貸住宅の建設について、所得税、法人税及び固定資産税  

の特例措置を創設する。また、一定の高齢者向け賃貸住宅のバリアフリ  

ー改修についても、所得税、法人税及び固定資産税の特例措置を創設す  

る。  

⑩ 高齢者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度及び課税の特例の創   

設〔所得税、法人税、国定資産税〕（再掲）  
高齢者雇用に必要な施設・設備等への投資インセンティブを喚起し、  

また、高齢者を多数雇用する事業所の負担を軽減するため、取得する機  

械・設備等について割増償却制度及び固定資産税の軽減措置を創設する。   




